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平成２８年労第４５２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督署

長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした労働

者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）による

療養補償給付（移送費）を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めることに

ある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成○年○月、Ａ所在のＢ会社（以下「会社」という。）に雇用され、

警備員として就労していた。 

２ 請求人は、平成○年○月○日、Ｃ所在の水道管工事現場で警備をしていた際、

車の誘導時に左足をひねり、左足小指を地面に当て、爪が割れたとして、同月○

日、Ｄ病院に受診したところ、「左５趾爪損傷」（以下「本件傷病」という。）と診

断された。 

３ 請求人は、本件傷病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に対し

療養補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人の本件傷病は業務上の事由

によるものであると認め、療養の給付についてはこれを支給する旨の処分をした

ものの、移送費については、移送費の支給要件を満たしていないとして、これを

支給しない旨の処分をした（以下「本件処分」という。）。 

４ 請求人は、本件処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に対し審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄

却する旨の決定をした。 

５ 本件は、請求人が、更にこの決定を不服として、本件処分の取消しを求めて再

審査請求に及んだ事案である。 

第３ 当事者の主張の要旨 
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 １ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 

（略） 

第４ 争  点 

請求人の療養補償給付（移送費）について、これを支給しないとした監督署長の

処分が妥当であるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、再審査請求書に添付した「意見書に対して」と題する文書におい

て、要旨、会社の従業員から近くのＤ病院へ行くように言われて同院に受診し、

手術の可能性があるため同院への通院を継続したものであり、他の病院へ移る

と自分の症状は理解されにくい旨を主張している。 

 （２）労災保険法第１３条第２項第６号の「移送」として療養上相当と認められる

療養の給付の範囲については、厚生労働省労働基準局長が、「移送の取扱いにつ

いて」（昭和３７年９月１８日付け基発第９５１号、平成２０年１０月３０日付

け基発第１０３０００１号により一部改正。以下「通達」という。）を発出して

おり、当審査会としても同通達が定める要件は妥当であると考えることから、

以下、通達に基づいて検討する。 

決定書理由に説示するとおり、請求人が居住するＡには、請求人の本件傷病

の診療に適すると考えられる医療機関が相当数存在し、隣接するＣに所在する

Ｄ病院への通院が、請求人の本件傷病の診療に適した最寄りの医療機関である

とは認められないものである。 

請求人は、手術を必要とする可能性のあること及び転医によって自分の傷病

が理解されにくいのでＤ病院に通院した旨主張するが、同病院の初診時の症状

所見には「爪に縦に亀裂が入っており、爪損傷を認めた。感染徴候はなく、皮

膚血の創部も認めなかった」と記載されており、手術の必要性は認められない
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ものであり、紙テープによる固定という治療内容からみても、転医を妨げるも

のともいえないので、請求人の主張は採用できない。 

３ 結  論 

以上のとおりであるので、請求人の通院に係る療養補償給付（移送費）の請求

については、通達が定める支給要件を満たさず、監督署長が請求人に対してした

療養補償給付（移送費）を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消す

べき理由はないから、請求人の本件再審査請求は棄却する。 

よって主文のとおり裁決する。 


